
独立行政法人森林総合研究所林木育種センター優良品種評価委員会品種評価基準 

－花粉症対策品種－ 

 

（目的） 

第１条 本基準は、独立行政法人森林総合研究所林木育種センター優良品種評価委員会設置要領（平成２１

年５月１３日付け２１森林林育第３７号）第２条第１項の規定により、独立行政法人森林総合研究所

林木育種センター優良品種評価委員会が、林木の優良な新品種の開発に係る評価を行うために定める

評価基準である。なお、品種の種別ごとの評価基準のうち、花粉症対策品種について定めるものであ

る。 

 

（花粉症対策品種の種類） 

第２条 本基準によって評価基準を定める花粉症対策品種を下の各号に定めるものとする。 

一 無花粉スギ品種 花粉を全く生産しない特性及び林業用種苗として適した特性を有するもの。 

二 少花粉スギ品種 平年では雄花が全く着かないか、又は極めて僅かしか着かず、花粉飛散量の多

い年でもほとんど花粉を生産しない特性（花粉生産量が一般的なスギに比べ約１％以下）及び林業

用種苗として適した特性を有するもの。 

三 低花粉スギ品種 雄花の着花性が相当程度低い特性及び林業用種苗として適した特性を有する

もの。 

四 少花粉ヒノキ品種 平年では雄花が全く着かないか、又は極めて僅かしか着かず、花粉飛散量の

多い年でもほとんど花粉を生産しない特性及び林業用種苗として適した特性を有するもの。 

 

（評価基準） 

第３条 花粉症対策品種の評価にあたっての基準を下の各号に定めるものとする。 

一 独立行政法人森林総合研究所林木育種センター品種開発実施要領－花粉症対策品種－（平成２１年

６月２５日付け森林林育第８３号）に定められた方法又はそれと同等の方法で品種開発が行われて

いること。 

二 品種開発までの経緯、品種開発における調査データが明示されていること。 

三 無花粉スギ品種の花粉を全く生産しない特性については、原則２年以上のクローン検定により、

花粉を全く生産しない特性を有すると評価できるもの。少花粉スギ品種のほとんど花粉を生産しな

い特性については、原則として総合評価値で１．１以下の評点となったもの及びそれと同程度のも

の。低花粉スギ品種の雄花の着花性が相当程度低い特性については、原則として総合評価値で１．

３以下の評点となったもの及びそれと同程度のもの。少花粉ヒノキ品種のほとんど花粉を生産しな

い特性については、自然着花で平年では雄花を着けないか、又は極めて僅かであり、かつ原則とし

てジベレリン処理後の総合評価値で２．２以下の評点となったもの及びそれと同程度のもの。 

四 複数箇所における継続した検定により、林業用種苗として成長や通直性等に関して良好な特性を

有すると評価できるもの。 

 

（平成２１年７月１日 制定） 


